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教頭職に求められる学校コ ンプライ アンス

Compliance of Law in Schools Required for the Assistant Principal 

川 上 泰 彦* 細 畠 昌 大**
KAWAKAMI Yasuhiko HOSOHATA Masahiro 

本論文では、 20名の教頭に対する聞き取り調査をも とに、 教頭がその職務行動において、 関連する法規をどの程度意識
し、 具体的にどのよう な実務にあたっているのかを明らかにした。

教員の服務管理に関する事項では、 法令参照の必要性認識は高かったが、 その内容は事務処理の方法を把握するといつ

たものに終始するケースが多 く 、 制度趣旨の理解に及ぶよう な質のものではなかった。 一方、 教育課程に関する事項では、

法令の参照意識は比較的高く はなかった。 また学校経営上の重要事項にもかかわらず、 校長の意向を必ずしも重視してい

ないという状況がみられ、 職員の合意や教頭自らの選好を反映しているなど、 場合によっては校長のマネジメ ント を阻害

するよう なケースも確認できた。 さ らに職員会議や教職員の勤務管理などについては、 法令を参照する意識がさほど高 く

ない様子がみられ、 ここからは、 教頭が他の職員との間で価値観や慣習をめぐる葛藤が生じるのを回避している様子がう

かがえた。

これらの結果からは、 校長の補佐という教頭の役割の特性や、 そこに葛藤が発生しう ることが明らかになった。 そして、

こう した状況に対応するうえでも、 マネジメ ント に結びつく よう な法令理解が教頭にと っては必要であるという こと を指

摘した。

校長研究やミ ドルリ ーダー研究の質 ・ 量が高まり を見せる中で、 教頭 ・ 副校長がどのよう に校長を補佐し、 その際の拠

り所と して関係法令を理解し、 使いこなせるかは、 今後の教頭 ・ 副校長の育成や、 これを通じた校長養成を考える上でも

重要と思われる。 

キーワード : 教頭、 法令連守、 学校マネジメ ント

Key words : Assistant Principal, Compliance of Law, School M anagement 

1 . 問題の所在と本稿の目的
新しい時代に求められる資質 ・ 能力の育成を掲げ、 新

たな教育課程の方向性が示されつつある一方で、 これを

実現する学校の体制整備の必要性が指摘されている。 社

会や経済の変化に伴う学校課題の複雑化 ・ 多様化に対処

する方策と して、 また国際的に見て幅広い業務を担い、

労働時間も長い教員が子供と向き合う時間を確保すると

いう側面からも、 個々の教員が個別に教育活動に取り組

む体制から、 組織と して教育活動に取り組む体制への転

換が求められている。

いわゆる 「チームと しての学校」 の推進に向けた2015 
(平成27) 年の中教審答申 「チームと しての学校の在り
方と今後の改善方策について」 では、 上記のよう な課題

認識のも と、 校長のリ ーダーシッ プの発揮や学校のマネ

ジメ ント機能の強化が求められている。 そして 「チーム

と しての学校」 のコンセプトのもとで学校が多機能化し

てゆく中では、 マネジメ ント機能の強化を校長のリーダー

シッ プにのみ委ねるのは無理がある。 答申においても、

「副校長の配置や、 教頭の複数配置、 事務長の配置など、

校長の権限を適切に分担する体制や校長の判断を補佐す

る体制の整備によって、 管理職もチームと して取り組む

こ とが学校の改革のためには有効である。」 といった形

で校長の補佐体制の強化が指摘されている。 従来から学

校マネジメ ント機能の強化という文脈で進められてきた

「新しい職」 (副校長、 主幹教論、 指導教諭) の導入拡大
や、 学校事務職員の権限 ・ 組織をめぐる諸改革などは、

この 「チーム学校」 のコ ンセプ トのも と、 いよいよその

機能性が問われる段階に入ったと言える。

このよう に、 校長職に限定されない 「管理職層」 と し

てのマネジメ ント能力向上が求められている中では、 学

校組織の研究対象と して、 新たに副校長 ・ 教頭 ・ 主幹教

諭 ・ 指導教諭といった 「中間管理職」 が注目されるが、

従来の研究はこのニーズに十分応えきれていないと言え

る。 というのも、 これまでの学校経営研究は、 学校マネ

ジメ ント人材と しても っぱら校長に関心を集中させ、 専

門性の内実に関する追求やその力量形成策に関する検討

などを重ねてきた (日本教育経営学会 〔編〕 2014、 日本
教育経営学会 〔編〕 2015、牛渡 ・ 元兼 〔編〕 2016)。
そう した中で、 近年ではボトムアップ型の学校経営に

対する関心の高まり を反映して、 「 ミ ドルリ ーダー」 に
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焦点をあてた研究が新たに蓄積されつつある。 ミ ドルリー

ダー研究は、 まず 「 ミ ドルリ ーダー」 の定義がはっきり

しないという指摘があるものの (畑中2013a, 2013b) 、
主幹教諭 ・ 指導教諭クラスから校内分掌と しての各種主

任クラス、 も っ と も若年層と して初任期の直後あたり ま

でを想定しながら、 従来型の 「管理職層」 でもな く 、 か

といって 「若手教員」 でもないという層を対象とする研

究が進みつつある。

その結果、 従来から学校マネジメ ント研究とほぼ同一 

の歩みをと ってきた校長研究の充実と、 新たな課題意識

によるミ ドルリ ーダー研究の進展の間で、 副校長 ・ 教頭

といった職を対象とするマネジメ ント研究は、 その蓄積

の不十分さが目立っている。 日本の学校管理職は、 いわ

ゆる 「民間人校長」 施策のよう な、 外部の有資格者によ

る参入がごく 例外的であり、 基本的に教諭からの連続的

な雇用の中で管理職へと 「昇進」 を果たしてゆく 。 した

がって副校長 ・ 教頭に求められる能力を身につける上で、

ミ ドルリ ーダーにはどのよう な行動や経験が求められる

のか、 また副校長 ・ 教頭と しての望ましい職務行動がど

のよう なもので、 それが校長と しての能力 ・ 専門性にど

う 連続するのか (も し く はしないのか) などを明らかに
する必要が特に求められる。 しかし、 こ う した課題への

応答は十分と言えない状況にある。

同様の関心は国立教育政策研究所の研究報告 「副校長 ・ 

教頭の職務状況に関する調査研究報告書」 からも読み取

ることができる。 すなわち、 これまで学校管理職の研究

がト ップリ ーダーである校長職に集中してきたこ とで、

副校長 ・ 教頭に固有の役割についての研究は進展してお

らず、 その結果 「チームと しての学校」 推進に向けた学

校マネジメ ント能力の向上が求められる中にあっても、

校長 (学校管理職) ではなく副校長 ・ 教頭や主幹教諭 ・ 
指導教諭 ・ 学校事務職員を含めた 「管理職層」 による学

校経営のあり方を考える知見が不足している点が指摘さ

れている。 また、 校長職に求められる力量を形成したり

専門性を獲得したりする場 (過程) と して副校長 ・ 教頭
をと らえた場合も、 そう した観点からの職務行動の分析

が不十分であると指摘されている。

では、 現行制度において、 副校長 ・ 教頭の職務はどの

よう に整理できるだろう か。 学校教育法第三十七条にお

いて、 副校長 ・ 教頭の職務は、 それぞれ 「副校長は校長

を助け、 命を受けて校務をつかさどる」 「教頭は、 校長

(副校長を置く小学校にあっては、 校長及び副校長) を
助け、 校務を整理し、 及び必要に応じ児童の教育をつか

さ どる」 と規定されているのみである。

学校経営の実務を想定した場合は、 どう であろうか。 

副校長 ・ 教頭は、 管理職ではあるが校長より も教職員に

近い位置にあり、 各教職員から教育課程や服務に関する

こ と な どの相談が集中し て寄せら れるほか、 学校と
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PTA や地域、 市町村教育委員会からの各種問い合わせ
などの窓口と もなっている。 したがって各学校では、 教

頭から校長への報告、 相談、 連絡といったコミ ュニケー

シ ョ ンが重要視される。 また副校長 ・ 教頭は校長を集団

で補佐する体制の要と して、 教職員等の調整や人材育成

等の職員指導に力を発揮することも求められる。 こう し

た役割が、 今後の 「チーム学校」 運営においても重要に

なるこ とは想像に難く ない。 さ らに、 大量退職 ・ 大量採

用の続く昨今における、 学校での若手教員の資質向上に

日を向けると、 若手教員の状況に応じた研修計画への参

画のほか、 服務規律の連守等について伝えてゆく のも教

頭の大切な役割になりつつある。

いつぽう 、 教頭に至るキャリ アでの経験や教頭と して

の職務を通じて、 校長への事前相談なく判断できる事項

も実際には存在しており、 その役割を果たすこと も教頭

による校長の 「補佐」 と して期待される。 そう した中で、

校長への相談と独自の判断をどのよう に使い分けてゆく

のかは、 「管理職層」 による学校経営を考える上で重要

である。 また、 教頭は校長より も一般の教職員 (非管理
職) と距離が近いこ と を先に述べたが、 それゆえに 「学
校経営方針の貫徹」 や 「法令の遵守」 と、 「教職員集団

の円滑な人間関係」 の間での葛藤に直面しやすい。 にも

かかわらず、 こ う した状況への対処といった点は、 学校

教育法にいう 「校長を助け」 るという用語に集約されて

しまっており 、 もう少し踏み込んだ考察が求められる。 

副校長 ・ 教頭職は、 学校運営の要と しての役割の大き さ

の一 方で、 その立ち位置や職務行動の葛藤や複雑性の分

析が不足していると言えるのである。

こ う した関心から、 本稿では教頭職になってはじめて

本格的に取り組む業務と して特徴的なものと して、 学校

経営上の法令の取扱いに注目する。 教員と しての経験、

教頭と しての経験に違いがあったと しても、 法令を違守

した学校経営を進めるこ とは必須であり、 逆に責任ある

立場と して学校経営上の判断を進める上で、 法令はその

より どこ ろともなる。 そこで、 現状において教頭が法規 ・ 

法令についてどのよう に理解し、 法規 ・ 法令をどのよう

に連守して (も し くはより どころと して) 業務を遂行し
ているかを調査、 分析する。

とはいう ものの、 各教頭は都道府県で実施されている

教頭候補者選考試験において法規 ・ 法令の理解に対する

チェ ックを受けているため、 こ こで問題となるのは法令

に関する (試験で問われるよう な) 知識ではなく 、 実際
に教頭職と しての実務における法令の活用状況、 すなわ

ちマネジメ ント との関連性である。 今後、 教頭実務を視

野に入れた選考試験 ( における法令の問い方) を考察し
たり、 教頭と して求められる法的事項の理解を整理して

ゆく という関心から、 まとまった人数 (20名) の教頭に
聞き取り を実施し、 教頭が法規 ・ 法令の必要性をどのよ
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う に感じながら業務を進め、 各法令に関する知識 ・ 理解

がどのよう な業務に生かされているかを調査した。 

2 . 調査
( 1 ) 調査対象など
本稿の執筆にあたり、 筆者のう ち細畠は2016年夏 ( 8 

月) に、 A市内の小 ・ 中学校 (20校) に勤務する教頭
(20人) を対象に、 電話による聞き取り調査を実施した。 
詳細な質問項目は後述するが、 事前に質問内容を送付し

た上で、 一人あたり30分から 1 時間程度の聞き取り調査
を行った。 なお調査対象者の教頭経験年数には幅があり、

その分布は 【表 1 】 のようになった。 経験年数の多い者
から初任教頭までの全員から聞き取り調査を行った。 

【表 1 】 調査対象者の教頭勤務年数
( ) は女性数 (内数) 

小学校 中学校 合計 

1年日 4 (1) 1 5 (1) 
2年目 2 2 (1) 4 (1) 
3年日 1 (1) 1 (1) 
4年日 2 2 
5年目 2 1 3 
6年日 5 (1) 5 (1) 

( 2 ) 調査内容及び方法
調査項目は、 教頭と して遂行する具体的な業務から、

教職員の服務管理、 教育課程、 職員会議の開催、 危機管

理場面 (いじめや体罰への対応)、 職員の健康管理、 施
設管理という 6 項目をとりあげた。 それぞれの具体的な
場面について、 教頭と して法令理解の必要性を感じたこ

とがあるか、 また、 そう した場面においてどのよう な行

動を取ったのかを調査した。

具体的な各場面と して、 下記のそれぞれを提示した。 

①職員の服務管理関係

・ 職員から専免や特休等の申し出を受けて、 どのよう

な要件を満たしていれば取得が可能かを判断する場

面

・ 職員から電話等で休暇の申し出を受けて、 関係の諸

帳簿をどう取り扱うか判断する場面

・ 休日や週休日に行事を設定したときの勤務の振替を

行う場面

・ 勤務の割り振りのため、 時間の設定を考える場面

・ 非違行為の防止について説明する場面

②教育課程

・ 出席簿の記入の仕方で、 担任から質問された場面

・ 通信簿や指導要録の記入にあたって、 担任から質問

された場面

・ 転出入事務 (日付の設定、 やり とりする書類につい
て) 
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・ 休業日や短縮授業、 振替休業日の設定をする場面

・ 授業の振替を行う場面

③職員会議の開催

・ 会議の位置づけについて職員に説明する場面

④いじめや体罰の防止への対応

・ いじめ防止対策推進法に基づ く 、 いじめ防止対策基

本方針を策定する場面

・ 体罰の禁止について説明する場面

⑤職員の健康管理

・ 定時退勤日 ・ ノ ー会議デー等について説明する場面

⑥施設管理

・ 警備防災計画を策定する場面

・ 施設利用を希望する団体等に対応し、 必要書類を作

成する場面

( 3 ) 調査結果
①職員の服務管理関係

職員から専免や特休等の申し出を受けて、 どのよう な

要件を満たしていれば取得が可能かを判断する場面につ

いては、 20名の教頭全員が、 そのよう な場面において法
令理解の必要性を感じる経験をしていた。

また、 その際、 どのよう に対応したかについては、 大

き く 5項目に分類できた。 複数回答を含め、 下記に列挙
する。

0 市の管理運営規則 ・ 庶務規定をみる 8 人
e 校長に質問する 7人
0 学校事務職員に質問する 7人
県教委が毎年配布する資料

(休暇制度のしおり ) をみて対応する 5 人
0 近隣校の教頭に質問する 1人

職員から電話等で休暇の申し出を受けて、 関係の諸帳

簿をどう取り扱うかを判断する場面については、 16名の
教頭が法令理解の必要性を感じたこ とがあると回答し、

4 名は必要性を感じたことはないと回答した。
また、 その際、 どのよう に対応したかについては、 大

き く 5項目に分類できた。 複数回答を含め、 下記に列挙
する。

0 校長に質問する 6人
e 学校事務職員に質問する 5 人
e 県教委が毎年配付する資料

(休暇制度のしおり ) をみて対応する 5 人
0 教頭会で出している法規集を見る 2人
0 県教委が出している給与法令集を見る 1 人

これに関連して、 特に休暇制度については、 子育て休

暇、 同伴休暇などの細かな規則への対応に苦慮する場面

があった、 との回答があった。

休日や週休日に行事を設定したときの勤務の振替につ

いては、 17名の教頭が法令理解の必要性を感じたこ とが
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あると回答し、 3 名は必要性を感じたこ とはないと回答
した。

また、 その際、 どのよう に対応したかについては、 大

き く 5項目に分類できた。 複数回答を含め、 下記に列挙
する。

0 校長に質問する 12人
e 市の管理運営規則 ・ 庶務規定をみる 6 人
e 昨年度のものを参考にする 8人
0 単なる事務処理と している (判断しない) 4人
0 学校事務職員に質問する 2人

職員の勤務時間の割り振り を行う際の時間の設定を考

える場面については、 18名の教頭が法令理解の必要性を
感じたこ とがあると回答し、 2 名は必要性を感じたこ と
はないと回答した。

また、 その際、 どのよう に対応したかについては、 大

き く 5項目に分類できた。 複数回答を含め、 下記に列挙
する。

0 直接業務に関与しない 9人
e 校長に質問する 6人
e 県教委の資料 (勤務時間に関する冊子) を見る

4人
l④ 県の管理職研修会での研修資料を見る 3 人
0 県教委、 市教委の事務指導の際の資料を見る

2人

非違行為の防止について説明を職員に行う場面につい

ては、 19名の教頭が法令理解の必要性を感じたこ とがあ
ると回答し、 1 名は必要性を感じたこ とはないと回答し
た。

また、 その際、 どのよう に対応したかについては、 大

き く 2 項目に分類できた。 複数回答を含め、 下記に列挙
する。

0 校長が職員向けに指導する様子を参考にしている
13人

綱紀粛正の通知文を再度見直し、 自分で調べる
11人

このよう に、 服務関係については法令理解の必要性を

感じているとの回答が比較的多かったが、 これに対 して

「事務処理に追われ法規まで調べる余裕がない」 という

声も目立った。 また、 その一方で、 「教員と しての経験

をもとに対応し、 単なる事務処理の一つである」 と して、

法令理解の必要性を軽んじる回答も一定数得られた。 こ

れについては、 同じ教頭経験年数であっても、 新任教頭

と して勤務した学校においてどのよう な校長に指導され

たかによって、 回答に違いを見出せたのも一つの発見で

あった。 すなわち、 県 ・ 市教委勤務を経験した校長のも

とで教頭を務めた者などについては、 多少個人差はある

ものの、 法令や各種通知文などにはよ く 目を通している

との回答が得られた一方で、 そう でない者からは、 教頭
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職と しての対応が求められる場面であるにもかかわらず、

教諭時代の経験や資料に遡るという回答がみられた。

なお、 教員の服務管理関係全体を通して、 教頭がどの

よう な対応をしているのかの回答をまとめてみると、 上

位 5 項目は以下のよう になった。

0 校長に質問する
e 県教委が毎年配布している資料

(休暇制度のしおり等) をみて対応する
0 市の管理運営規則 ・ 庶務規定をみる
0 学校事務職員に質問する
0 自ら通知文等を見直し、 自分調べる

また具体的な聞き取りの中では、 教論等の立場と して

服務管理関係の運用を問い合わせる側であった時は、 自

分に関係する部分だけを知つておけばよかったが、 間い

合わせを受ける側の教頭になると、 自分に関係するこ と

に限らず、 知識を広範にしてお く 必要があり 、 簡単に

「知らない」 では済まなく なったという声があった。 そ

う した意味から、 教諭時代に、 もっと様々な服務関係の

ことについて学習しておくべきであった、 との声も聞く

こ とができた。 しかし多 く の教頭は、 日々の事務処理に

追われてしまい、 学校運営における法的な根拠までは学

習する余裕がない、 と回答しており、 学習の必要性と現

状の業務とのギヤツプを見いだす結果となった。

このよう に、 職員の服務関係については、 多 く の教頭

が法規参照の必要性を感じてはいるが、 実際の事務を進

める上では、 校長や学校事務職員に質問する、 市の管理

運営規則 ・ 庶務規定を見るといった順序での回答が多く 、

根拠となる法令まで確かめるといった回答を得るこ とは

できなかった。 

②教育課程

出席簿の記入の仕方について、 担任等から質問された

場面については、 17名が法令理解の必要性を感じたと回
答し、 3 名は必要性を感じなかったとの回答であった。
また、 その際、 どのよう に対応したかについては、 大

き く 5項目に分類できた。 複数回答を含め、 下記に列挙
する。

0 市教委が出している手引書 (マニュアル) を見る
11人

e 県教委、 市教委の事務指導の際の資料を見る
5人

0 校長に相談する 2人
0 イ ンターネ ッ トで調べる 1人
0 市教委の担当者に質問する 1人

通信簿や指導要録の記入にあたって、 担任等から質問

された場面については、 16名が法令理解の必要性を感じ
たことがあると回答し、 4 名は必要性を感じたこ とはな
いと回答した。 










